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令和7年度

市　民　税
県　民　税

・森林環境税特別徴収のしおり
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令和７年度　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について（依頼）

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収事務につきましては、日頃より格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和７年度市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきまして、あなたを特別徴収義務者に指定し、関係書類を送付
いたします。
ご多忙中誠に恐縮ですが、内容をご熟読のうえご協力を賜りますようお願い申し上げます。

７

７

７

７ 市民税・県民税・森林環境税特別徴収のしおり（本冊子）

※特別徴収関係書類を受け取られましたら、その内容をお確かめください。なお、同封の「令和７年度給与所得等に係る市民税・県民
　税・森林環境税特別徴収税額の通知書（納税義務者用）」はミシン目で切り離し、納税義務者にすみやかにお渡しください。退職その
他の事由により配付できない人があるときは、給与所得者異動届出書をご記入のうえ添付いただき直ちにお返しください。
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市民税・県民税・森林環境税（国税）の課税について

6

7

6

7

6

6

※森林環境税が課税されない要件は、市民税・県民税の均等割と
所得割のいずれも課税されない要件と同一です。
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総
所
得
金
額

市
民
税
・
県
民
税
額

所
得
控
除
額

森
林
環
境
税
額

　年
税
額

課
税
標
準
額

（
千
円
未
満
切
捨
）

所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 市民税額

市民税

→ － － + =

－ ＝

×

× 所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 県民税額

県民税

→ － － + =

+ =

分離課税の譲渡
所得・退職所得・
山林所得は別計
算となりますの
で市民税課まで
お尋ねください。

◎所得割の税率

◎森林環境税　1,000円

◎均等割の税額

市民税 県民税
6％ 4％

市民税

※県民税には豊かな森づくり協
　働税500円が含まれます。

県民税
3,000円 1,500円

－ 7 －
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総
所
得
金
額

市
民
税
・
県
民
税
額

所
得
控
除
額

森
林
環
境
税
額

　年
税
額

課
税
標
準
額

（
千
円
未
満
切
捨
）

所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 市民税額

市民税

→ － － + =

－ ＝

×

× 所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 県民税額

県民税

→ － － + =

+ =

分離課税の譲渡
所得・退職所得・
山林所得は別計
算となりますの
で市民税課まで
お尋ねください。

◎所得割の税率

◎森林環境税　1,000円

◎均等割の税額

市民税 県民税
6％ 4％

市民税

※県民税には豊かな森づくり協
　働税500円が含まれます。

県民税
3,000円 1,500円
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総
所
得
金
額

市
民
税
・
県
民
税
額

所
得
控
除
額

森
林
環
境
税
額

　年
税
額

課
税
標
準
額

（
千
円
未
満
切
捨
）

所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 市民税額

市民税

→ － － + =

－ ＝

×

× 所得割の
税率

算出
所得割額

調整
控除額

税額
控除額

均等割額 県民税額

県民税

→ － － + =

+ =

分離課税の譲渡
所得・退職所得・
山林所得は別計
算となりますの
で市民税課まで
お尋ねください。

◎所得割の税率

◎森林環境税　1,000円

◎均等割の税額

市民税 県民税
6％ 4％

市民税

※県民税には豊かな森づくり協
　働税500円が含まれます。

県民税
3,000円 1,500円

－ 8 －

令和７年度の個人住民税の主な改正内容

●住宅借入金等特別控除の改正

・子育て世帯（19歳未満の子を有する世帯）または若者夫婦世帯（夫
婦のいずれかが40歳未満の世帯）が令和６年に新築住宅等に入居
する場合には、令和４年・５年入居の借入限度額が維持されます。

新築住宅・買取
再販住宅

認定住宅（長期
優良住宅・低炭
素住宅）

ＺＥＨ水準省
エネ住宅

省エネ基準適
合住宅

子育て世帯・若
者夫婦世帯

5,000 万円 4,500 万円 4,000 万円

それ以外 4,500 万円 3,500 万円 3,000 万円

・新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル
以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。）
について、建築確認の期限が令和６年12月31日（改正前：令和５
年12月31日）に延長されます。

●令和７年度個人住民税の定額減税

　令和６年中の合計所得金額が1,805万円以下で、個人市民税・県
民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く
同一生計配偶者（国外居住者は除く）がいる方について、所得割か
ら１万円を控除します。
　なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の
合計所得金額が1,000万円超で、配偶者本人の合計所得金額が48万
円以下の人を指します。
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－ 13 －

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

記載にあたっては、14～17 ページの記入のしかた及び裏面の記載要領をご覧ください。また、届出書はコピー、もしくはホームページからダウンロードしてご使用下さい。

異動された納税義務

者の氏名等を記入し

て下さい。

特別徴収税額の通知

書に記入してありま

す指定番号を記入し

て下さい。

西暦で記入して下さ

い。

この届出書について

応答される方の氏名

等を記入して下さ

い。

特別徴収をすること

が出来なくなった事

由について、該当す

る番号を記入して下

さい。

該当する番号を記入

して下さい。

転勤等の際に、新し

い勤務先に連絡され

ている月割額と月を

記入して下さい。ま

た、納入書の必要の

有無を番号で記入し

て下さい。

一括徴収した税額を

納入していただく納

入書が何月分である

か（納入書に記入し

てあります）を記入

して下さい。

特別徴収税額の通知

書又は変更通知書に

記入された特別徴収

税額を記入して下さ

い。

異動した人の税額を

何月から何月までい

くら徴収したかを記

入して下さい。

異動後の現住所（令

和６年１月１日現在

の住所に変更がある

場合は、その住所）を

記入して下さい。

該当する番号を記

入して下さい。

特別徴収税額から徴収済税額

を差引いた残額を記入して下

さい。

※この届出書の提出が遅れますと、異動された方への納税通知書の送付が遅れ、納税義務者にご迷惑がかかる場合が

ありますので、早めに提出していただくようお願いいたします。

※用紙はコピーをして使用していただいてもかまいません。鳥取市のホームページ（市民税課）からもダウンロードで

きますのでご利用下さい。

一括徴収した金

額を記入して下

さい。

転勤等により新しい勤

務先へ行かれる場合

は、その名称・所在地等

を記入して下さい。

該当する番号を記

入して下さい。

�����������������

������

�����������������������������
������������������
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－ 14 －

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

記載にあたっては、14～17 ページの記入のしかた及び裏面の記載要領をご覧ください。また、届出書はコピー、もしくはホームページからダウンロードしてご使用下さい。

異動された納税義務

者の氏名等を記入し

て下さい。

特別徴収税額の通知

書に記入してありま

す指定番号を記入し

て下さい。

西暦で記入して下さ

い。

この届出書について

応答される方の氏名

等を記入して下さ

い。

特別徴収をすること

が出来なくなった事

由について、該当す

る番号を記入して下

さい。

該当する番号を記入

して下さい。

転勤等の際に、新し

い勤務先に連絡され

ている月割額と月を

記入して下さい。ま

た、納入書の必要の

有無を番号で記入し

て下さい。

一括徴収した税額を

納入していただく納

入書が何月分である

か（納入書に記入し

てあります）を記入

して下さい。

特別徴収税額の通知

書又は変更通知書に

記入された特別徴収

税額を記入して下さ

い。

異動した人の税額を

何月から何月までい

くら徴収したかを記

入して下さい。

異動後の現住所（令

和６年１月１日現在

の住所に変更がある

場合は、その住所）を

記入して下さい。

該当する番号を記

入して下さい。

特別徴収税額から徴収済税額

を差引いた残額を記入して下

さい。

※この届出書の提出が遅れますと、異動された方への納税通知書の送付が遅れ、納税義務者にご迷惑がかかる場合が

ありますので、早めに提出していただくようお願いいたします。

※用紙はコピーをして使用していただいてもかまいません。鳥取市のホームページ（市民税課）からもダウンロードで

きますのでご利用下さい。

一括徴収した金

額を記入して下

さい。

転勤等により新しい勤

務先へ行かれる場合

は、その名称・所在地等

を記入して下さい。

該当する番号を記

入して下さい。
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－ 15 －

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

未徴収税額、未徴収月は
正しく記入して下さい。
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特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

3 月末で退職した給与所得者の残りの税額を、3 月分で一括

して納入する場合。

 （ア）　特別徴収税額（年税額）36,000 円

 （イ）　徴収済額　　　　　　　27,000 円（6 月から 2 月分）

 （ウ）　未徴収税額　　　　　　　9,000 円（3 月から 5 月分）

　　↑

一括徴収税額（納入額と同様）
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

3 月末で退職した給与所得者の残りの税額を、3 月分で一括

して納入する場合。

 （ア）　特別徴収税額（年税額）36,000 円

 （イ）　徴収済額　　　　　　　27,000 円（6 月から 2 月分）

 （ウ）　未徴収税額　　　　　　　9,000 円（3 月から 5 月分）

　　↑

一括徴収税額（納入額と同様）
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�����������



－ 16 －

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

未徴収税額、未徴収月は
正しく記入して下さい。
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7

8

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

3 月末で退職した給与所得者の残りの税額を、3 月分で一括

して納入する場合。

 （ア）　特別徴収税額（年税額）36,000 円

 （イ）　徴収済額　　　　　　　27,000 円（6 月から 2 月分）

 （ウ）　未徴収税額　　　　　　　9,000 円（3 月から 5 月分）

　　↑

一括徴収税額（納入額と同様）
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

3 月末で退職した給与所得者の残りの税額を、3 月分で一括

して納入する場合。

 （ア）　特別徴収税額（年税額）36,000 円

 （イ）　徴収済額　　　　　　　27,000 円（6 月から 2 月分）

 （ウ）　未徴収税額　　　　　　　9,000 円（3 月から 5 月分）

　　↑

一括徴収税額（納入額と同様）
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

新しい勤務先には必ず月割額・開始月の連絡
をし、正しい名称所在地等を確認の上記入し
て下さい。
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8

給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

3 月末で退職した給与所得者の残りの税額を、3 月分で一括

して納入する場合。

 （ア）　特別徴収税額（年税額）36,000 円

 （イ）　徴収済額　　　　　　　27,000 円（6 月から 2 月分）

 （ウ）　未徴収税額　　　　　　　9,000 円（3 月から 5 月分）

　　↑

一括徴収税額（納入額と同様）
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

記載にあたっては、14～17 ページの記入のしかた及び裏面の記載要領をご覧ください。また、届出書はコピー、もしくはホームページからダウンロードしてご使用下さい。
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8 1 1

1 2
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7
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

新しい勤務先には必ず月割額・開始月の連絡
をし、正しい名称所在地等を確認の上記入し
て下さい。
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給与支払報告
特　別　徴　収

鳥取市長 様
フリガナ

フリガナ

所　在　地

氏名又は名称

個人番号
又は法人番号

特別徴収義務者
指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
　 左端を空欄とし右詰めで記載

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新
し
い
勤
務
先

担
当
者
連
絡
先

※

市
町
村
記
入
欄

所
属

氏
名

電
話

生年月日

個人番号

受給者番号

氏　　名

所　在　地

法人番号

１．特別徴収継続の場合 新しい勤務先へは、月割額
＿＿＿＿＿

円を

　　　　
月分（翌月 10 日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

1 月 1 日
現在の住所

異動後の
住　所

令和　　年　　月　　日提出

年　　　月　　　日

（ア）

特別徴収税額

（年税額）

（イ）

徴収済額

月から

月まで

年

月

日

1．退職　　2　転勤
3．休職・長欠
4．死亡
5．支払少額・不定期
6．合併・解散
7．その他

１．特別徴収継続

２．一括徴収

３．普通徴収

　　（本人納付）

１．必要　２．不要 

左記の一括徴収した税額は、

     　　 月分（翌月 10 日納入期限分）で

納入します。

（ウ）

未徴収税額

（ア）－（イ）

異　動

年月日
異 動 の 事 由

右から
番号を
記入

給

与

所

得

者

理

由

理

由

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

異動後の未徴収

税額の徴収方法

宛 名 番 号

年　度

所 属

氏 名

電 話
内線（　　　　　　）

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

円 円 円

一
月
一
日
以
降
の
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
出
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

必
ず
残
税
額
を
ま
と
め
て
徴
収
し
て
く
だ
さ
い
。

２．一括徴収の場合

３．普通徴収の場合

月から

月まで
右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

20

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

〒

担
当
者
連
絡
先

〔　　　　　　　　　　　〕
事由・理由

フリガナ

氏名又は名称

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和７年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１．異動が令和６年 12 月 31 日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和７年５月 31 日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

〒

新規

内線（　　　　　　）

受給者番号

徴収予定月日

入力

宛名コード

点検 年度 処理

徴収予定額
（上記（ウ）と同額）

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

右から
番号を
記入

右から
番号を
記入

月　　　日 円

6

7

記載にあたっては、14～17 ページの記入のしかた及び裏面の記載要領をご覧ください。また、届出書はコピー、もしくはホームページからダウンロードしてご使用下さい。
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鳥取市長　　様

名　　称

所　在　地（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

　与

　支

　払

　者

特別徴収義務者

指　定　番　号

担
当
者
連
絡
先

係

納入書（※新規事業所のみ） □必要 □不要

□有（指定番号：　　　　　　）

□無（新規事業所）

氏　　名

電　　話

◎特別徴収の開始を希望する月の前月の24日までに提出してください。税額通知書は翌月の初旬に発送します。

　　　　年　　月　　日
提出

〒

普通徴収から特別徴収への切替届出書

（フリガナ）

氏　　　名
（生年月日）

住　　　　　所 納税通知書番号 受給者番号
（従業員番号など）

残税額を特別徴収
普　通　徴　収
　　　　　　年度

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

鳥取市

鳥取市

鳥取市

鳥取市

鳥取市

《備考欄》 徴収税額について事前電話連絡希望の有無

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

◎普通徴収の納期限が到来したものは、特別徴収への切替はできません。
◎用紙はコピーもしくはホームページからダウンロードしてご使用ください。
◎記載にあたっては、裏面の普通徴収から特別徴収への切替届出書記載要領をご覧ください。

F　⇒　T済 ・ 未

区　分点　検入　力徴収税額連絡
※　鳥 取 市 記 入 欄□　有

□　無

個人番号又は
法人番号
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鳥取市長　　様

名　　称

所　在　地（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

　与

　支

　払

　者

特別徴収義務者

指　定　番　号

担
当
者
連
絡
先

係

納入書（※新規事業所のみ） □必要 □不要

□有（指定番号：　　　　　　）

□無（新規事業所）

氏　　名

電　　話

◎特別徴収の開始を希望する月の前月の24日までに提出してください。税額通知書は翌月の初旬に発送します。

　　　　年　　月　　日
提出

〒

普通徴収から特別徴収への切替届出書

（フリガナ）

氏　　　名
（生年月日）

住　　　　　所 納税通知書番号 受給者番号
（従業員番号など）

残税額を特別徴収
普　通　徴　収
　　　　　　年度

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

（昭・平　　　 . 　　　 . 　　　）

鳥取市

鳥取市

鳥取市

鳥取市

鳥取市

《備考欄》 徴収税額について事前電話連絡希望の有無

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

年税額

 円

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

　期まで

納付済

　　年　　月分から開始希望

（翌月 日納期分）

◎普通徴収の納期限が到来したものは、特別徴収への切替はできません。
◎用紙はコピーもしくはホームページからダウンロードしてご使用ください。
◎記載にあたっては、裏面の普通徴収から特別徴収への切替届出書記載要領をご覧ください。

F　⇒　T済 ・ 未

区　分点　検入　力徴収税額連絡
※　鳥 取 市 記 入 欄□　有

□　無

個人番号又は
法人番号
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鳥 取 市 長

個人番号又は
法人番号

名 　 称

所 在 地

所　在　地
（送付先）

（ビル・名等）

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

特別徴収義務者

指 　 定 　 番 　 号

担
当
者
連
絡
先

所　属

氏　名

電　話

※社名変更・合併の際は特別徴収義務者の名称は変更前の社名をご記入ください。

　　　　年　　月　　日
提出

（あて先）
〒

フリガナ

フリガナ

特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書

事　　項

名　　称

電話番号 （ ） － （ ） －

変更理由

（1）名称変更
 ①名称変更
 ②法人化・個人事業化
 ③合併
 　④新設合併（新規）
 　⑤吸収合併（存続）
 　　　　　年　　月分から被合併事業所（指定番号　　　　）
 　分の特別徴収を開始
 　⑥被合併（解散）
 　　　　　年　　月分から合併先事業所（指定番号　　　　）
 　で特別徴収を開始

（2）所在地変更
 ⑦事務所等の移転
 ⑧送付先変更

（3）その他
 ⑨給与支払事務の一本化
 ⑩その他

※②～⑥、⑨の場合は、原則として「給与
　所得者異動届出書」の提出が必要です。

変　　更　　前 変　　更　　後

備　考

変　更　年　月　日

注）この変更届を提出されましても、法人市民税に係る異動届出書を提出したことにはなりませんのでご注意ください。

個人番号又は法人番号

（該 当 す る 項 目 に

チェックをつけて

ください）
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令和７年度用

令和７年
７月10日 ８月12日 ９月10日 10月10日 11月10日 12月10日

令和８年
１月13日 ２月10日 ３月10日 ４月10日 ５月11日 ６月10日




